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 （参考資料５） 

漂流・漂着ゴミ対策の関連規定 

 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 
（目的）  

第一条  この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再

生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生

の向上を図ることを目的とする。  

（定義）  

第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃

酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの（放射性

物質及びこれによつて汚染された物を除く。）をいう。  

２  この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。  

３  この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性

その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で

定めるものをいう。  

４  この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。  

一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラス

チック類その他政令で定める廃棄物  

二  輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物（政令

で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄 物」という。）並びに本邦に

入国する者が携帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。）

を除く。）  

５  この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性

その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で

定めるものをいう。  

６  この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理セン

ターの使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同 じ。）と、第十二条の三第一項に規定

する事業者、同条第二項に規定する運搬受託者及び同条第三項に規定する処分受託者の使用に係

る入出力装置とを電気通信 回線で接続した電子情報処理組織をいう。  

（事業者の責務）  
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなけ

ればならない。  
２、３ （略） 
（国及び地方公共団体の責務）  

第四条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を

図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物

の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改

善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。  

２ 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与

えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、
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産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならな

い。  

３ 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の

推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講

ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な

技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなけれ

ばならない。  

４ 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため

、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。 

（清潔の保持）  

第五条 土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。）は、そ

の占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 

２ （略）  

３ 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共

の場所を汚さないようにしなければならない。  

４ 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければなら

ない。  

５ 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的 に

維持管理しなければならない。  

６ 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を 生

活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。  

（市町村の処理等）  

第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活

環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分（中略）しなければな

らない。  

２、３ （略） 

４ 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支

障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分する

ように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に

従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び

処分に協力しなければならない。  

５ 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物

の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき

場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。  

６、７ （略）  

（事業者の協力）  

第六条の三  環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうち

から、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄 物の処理に関する設

備及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指定する

ことができる。  
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２  市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、

販売等を行う事業者に対し、環境省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄

物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。  

３  環境大臣は、第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加

工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物 の処理について市町村が当該製品、容

器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずるこ

とを要請することができ る。  

４  環境大臣は、第一項の規定による指定を行うに当たつては、当該指定に係る一般廃棄物にな

る前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。  

（事務の区分）  

第二十四条の四  第十二条の三第六項、第十二条の五第八項、第十二条の六、第十四条第一項

、第五項（第十四条の二第二項において準用する場合を含む。）、第六項及び第十項（第十四

条の二第二項において準用する場合を含む。）、第十四条の二第一項、同条第三項において読

み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三（第十四条の六において読み替

えて準用する場合を含む。）、第十四条の三の二（第十四条の六において読み替えて準用する

場合を含む。）、第十四条の四第一項、第五項（第十四条の五第二項において準用する場合を

含む。）、第六項及び第十項（第十四条の五第二項において準用する場合を含む。）、第十四

条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五

条第一項、同条第四項から第六項まで（第十五条の二の五第二項においてこれらの規定を準用

する場合を含む。）、第十五条の二第一項から第三項まで（第十五条の二の五第二項において

これらの規定を準用する場合を含む。）及び第五項、第十五条の二の三において読み替えて準

用する第八条の五第四項、第十五条の二の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する

第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の六、第十五条の三、第十五条の四において読み

替えて準用する第九条の五第一項及び第二項、第九条の六並びに第九条の七第二項、第十八条

第一項（産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）、第十九条第一項（産業廃

棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）、第十九条の三（第二号に係る部分に限る

。）、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六

第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第二十一条の二（産業廃棄物の処

理施設に係る部分に限る。）、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が

行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事

務とする。 

 
○海岸法（昭和 31 年法律第 101 号） 

（目的）  

第一条 この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護す

るとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に

資することを目的とする。 

（管理）  

第五条 海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の存する地域を統括する都道府県知事が行う

ものとする。  
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２ 前項の規定にかかわらず、市町村長が管理することが適当であると認められる海岸保全区域

で都道府県知事が指定したものについては、当該海岸保全区域の存する市町村の長がその管理

を行うものとする。  

３ 前二項の規定にかかわらず、海岸保全区域と港湾区域若しくは港湾隣接地域又は漁港区域と

が重複して存するときは、その重複する部分については、当該港湾区域若しくは港湾隣接地域

の港湾管理者の長又は当該漁港の漁港管理者である地方公共団体の長がその管理を行うものと

する。  

４ 第一項及び第二項の規定にかかわらず、港湾区域若しくは港湾隣接地域又は漁港区域に接す

る海岸保全区域のうち、港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長が管理するこ

とが適当であると認められ、かつ、都道府県知事と当該港湾管理者の長又は漁港管理者である

地方公共団体の長とが協議して定める区域については、当該港湾管理者の長又は漁港管理者で

ある地方公共団体の長がその管理を行うものとする。  

５ 前四項の規定にかかわらず、海岸管理者を異にする海岸保全区域相互にわたる海岸保全施設

で一連の施設として一の海岸管理者が管理することが適当であると認められるものがある場合

において、第四十条第二項の規定による関係主務大臣の協議が成立したときは、当該協議に基

きその管理を所掌する主務大臣の監督を受ける海岸管理者がその管理を行うものとする。  

６ 市町村の長は、海岸管理者との協議に基づき、政令で定めるところにより、当該市町村の区

域に存する海岸保全区域の管理の一部を行うことができる。  

７～１０ （略） 

（管理）  
第三十七条の三 一般公共海岸区域の管理は、当該一般公共海岸区域の存する地域を統括する都

道府県知事が行うものとする。  
２ 前項の規定にかかわらず、海岸保全区域、港湾区域又は漁港区域（以下この条及び第四十条

において「特定区域」という。）に接する一般公共海岸区域のうち、特定区域を管理する海岸

管理者、港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長（以下この条及び第四十条に

おいて「特定区域の管理者」という。）が管理することが適当であると認められ、かつ、都道

府県知事と当該特定区域の管理者とが協議して定める区域については、当該特定区域の管理者

がその管理を行うものとする。  
３ 前二項の規定にかかわらず、市町村の長は、都道府県知事（前項の規定により特定区域の管

理者が管理する一般公共海岸区域にあつては、都道府県知事及び当該特定区域の管理者）との

協議に基づき、当該市町村の区域に存する一般公共海岸区域の管理を行うことができる。  
４～５ （略） 
（事務の区分） 
第四十条の四 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に

掲げるものは、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第２条第９項第１号に規定する第１号法
定受託事務（次項において単に「第１号法定受託事務」という。）とする。 

1．第２条第１項及び第２項、第２条の３、第３条第１項、第２項及び第４項、第４条第１項、第
５条第１項から第５項まで、第７項及び第８項、第 13条、第 15条、第 16条第１項、第 17条
第１項、第 18条第１項、第２項、第４項、第５項及び第７項、同条第８項において準用する第
12条の２第２項及び第３項、第 19条第１項、第３項及び第４項、第 20条第１項及び第２項、
第 21条第１項から第３項まで、同条第４項において準用する第 12条の２第２項及び第３項、
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第 22条第２項、同条第３項において準用する漁業法第 39条第７項から第 15項まで、第 24条
第１項及び第２項、第 30条、第 31条第１項、第 32条第３項、第 33条第１項、第 35条第１項
及び第３項並びに第 38条の規定により都道府県が処理することとされている事務（第５条第１
項から第５項まで、第 15条、第 16条第１項、第 18条第１項、第２項、第４項、第５項及び第
７項、同条第８項において準用する第 12条の２第２項及び第３項、第 20条第１項及び第２項、
第 30条、第 31条第１項、第 35条第１項及び第３項並びに第 38条に規定する事務にあつては、
海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。） 

 
○ 海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針（平成 12年農林水産省・
運輸省・建設省告示第３号 ） 

一 海岸の保全に関する基本的な指針 
２ 海岸の保全に関する基本的な事項  

  （５）海岸の保全に関するその他の重要事項  
② 地域との連携の促進と海岸愛護の啓発 
（前略） 

  海岸におけるゴミ対策や清掃等海岸の美化については、地域住民やボランティア等の

協力を得ながら進めるとともに、参加しやすい仕組みづくりに努める。また、無秩序な

利用やゴミの投棄等により海岸環境の悪化が進まないよう、モラルの向上を図るための

啓発活動の充実に努める。 
（後略） 

 

○港湾法（昭和 25年法律第 218号） 
（業務）   
第十二条 港務局は、左の業務を行う。 
  一 （略） 
  二 港湾区域及び港湾局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること（港湾区域   内

における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内

の水域の清掃その他の汚染の防除を含む。） 
  三～十四 （略） 
 ２～５ （略） 
（港湾管理者としての地方公共団体の決定等） 

第三十三条 関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、

又は港湾管理者として地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立

することができる。（以下、略。） 
２ （略） 
（業務） 
第三十四条 港湾管理者としての地方公共団体の業務に関しては、第十二条及び第十三条の規定

を準用する。 
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○漁港漁場整備法（昭和 25年法律第 137号） 
（漁港管理者の決定）  

第二十五条 次の各号に掲げる漁港の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。  

一 第一種漁港であつてその所在地が一の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村  

二 第一種漁港以外の漁港であつてその所在地が一の都道府県に限られるもの 当該漁港の所

在地の都道府県  

三  前二号に掲げる漁港以外の漁港 農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経て定める基準

に従い、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該漁港の所在地の地方公共団体のうち

から告示で指定する一の地方公共団体  

２、３ （略） 

（漁港管理者の職責）  

第二十六条 漁港管理者は、漁港管理規程を定め、これに従い、適正に、漁港の維持、保全及び

運営その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展のために必要な調査研究及び

統計資料の作成を行うものとする。 

 

○遺失物法（明治 32年法律第 87号） 
（定義） 

第二条 この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物（誤って占有した他人

の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。）をいう。 

２、３、４ （略） 

５ この法律において「施設」とは、建築物その他の施設（車両、船舶、航空機その他の移動施設

を含む。）であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。 

６ （略） 

（拾得者の義務） 

第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければ

ならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯

人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。 

２ 施設において物件（埋蔵物を除く。第三節において同じ。）の拾得をした拾得者（当該施設の

施設占有者を除く。）は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有

者に交付しなければならない。 

３ 前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和四十八年法律第百五号）第三十五条

第二項に規定する犬又はねこに該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾

得者については、適用しない。 

（公告等） 

第七条 警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることが

できないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 

一 物件の種類及び特徴 

二 物件の拾得の日時及び場所 

２、３、４、５ （略） 

（処分） 
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第十条 警察署長は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政

令で定めるところにより、提出を受けた物件について廃棄その他の処分をすることができる。 

一 売却につき買受人がないとき。 

  二 売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。 

  三 前条第一項ただし書に該当するときその他売却をすることができないと認められると 

（施設占有者の義務等） 

第十三条 第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物

件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその

所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速

やかに、これを警察署長に提出しなければならない。 

２ （略） 

 （施設占有者の留意事項） 

第十五条 施設占有者は、第四条第二項の規定による交付（以下第三十四条までにおいて単に「交

付」という。）を受けた物件については、第十三条第一項の規定により遺失者に返還し、又は警

察署長に提出するまでの間、これを善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 

 

○水難救護法（明治 32年法律第 95号） 
第二十九条 警察官吏ニ於テ航路、錨地又ハ建造物ニ障害ヲ為スト認メタル漂流物又ハ沈没品ヲ

取除キタル場合ニ於テハ警察官吏ハ其ノ物件ヲ市町村長ニ引渡スヘシ  
○２ 前項ニ依リ市町村長ニ於テ引渡ヲ受ケタル物件ニ付テハ第十一条第一項及第二十五条第二

項ノ規定ヲ適用ス 
第十一条 市町村長ハ救上ケタル物件左ニ掲クル事項ノ一ニ該当スト認メタルトキハ之ヲ公売

シ其ノ代金ヲ保管スヘシ  
 一 物件久ニ耐ヘ難キコト又ハ著シク其ノ価格ヲ減スル虞アルコト  
 二 爆発物、容易ニ燃焼スヘキ物又ハ其ノ他ノ物件ニシテ保管上危険ノ虞アルコト  
 三 保管ノ費用其ノ物件ノ価格ニ超過シ又ハ其ノ価格ニ比シ不相当ナルコト 
 
第二十五条 
○２ 市町村長ハ前項ノ物件ヲ所有者ニ引渡スヘキコトヲ公告スヘシ但シ其ノ所有者知レタル

トキハ公告スヘキ事項ヲ直ニ其ノ所有者ニ告知スヘシ此ノ場合ニ於テハ公告ヲ須ヰサルコト

ヲ得 
  
第三十条 前条ニ依リ公告若ハ告知ヲ為シタル日ヨリ六箇月以内ニ所有者物件ノ引渡ヲ請求シタ

ルトキハ市町村長ハ所有者ヲシテ取除、保管及公告ニ要シタル費用ヲ納付セシメ之ニ其ノ物件

ヲ引渡スヘシ  
○２ 前項ノ期間内ニ物件ノ引渡ヲ請求スル者ナキトキハ市町村長ハ其ノ物件ヲ公売シ其ノ代金

ヲ以テ取除、保管、公告及公売ニ要シタル費用ヲ支弁スヘシ此ノ場合ニ於テ残余アルトキハ市

町村ノ取得トス  
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○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45年法律第 136号） 
※平成 19年 4月 1日施行 

（廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等） 
第四十条 海上保安庁長官は、廃棄物その他の物（油及び有害液体物質を除く。以下この条及び

第四十一条の二第二号において同じ。）の排出により、又は船舶の沈没若しくは乗揚げに起因

して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害

を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、当該廃棄物その他の物を排出したと認め

られる者又は当該沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者に対し、国土交通省令で定め

るところにより、当該廃棄物その他の物の除去又は当該船舶の撤去その他当該汚染の防止のた

め必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 
（関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請） 
第四十一条の二 海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、

関係行政機関の長又は関係地方公共団体（港務局を含む。）の長その他の執行機関（以下「関

係行政機関の長等」という。）に対し、政令で定めるところにより、排出された油、有害液体

物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り又は沈

没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講ずる

ことを要請することができる。 
一 第三十九条第一項から第三項まで及び第五項並びに第四十条の規定により措置を講ずべき

者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止する

ことが困難であると認められるとき。 
二 本邦の領海の外側の海域にある政令で定める外国船舶（以下この号及び第四十二条の二十

六第二項において「特定外国船舶」という。）から大量の油又は有害液体物質の排出があつ

た場合又は特定外国船舶からの排出に係る第四十条に規定する場合であつて、当該特定外国

船舶の船舶所有者及び第三十九条第二項第三号に掲げる者若しくは当該特定外国船舶から廃

棄物その他の物を排出したと認められる者が海洋の汚染を防止するための必要な措置を講ぜ

ず、又はこれらの者が講ずる措置のみによつては海洋の汚染を防止することが困難であると

認められるとき。 
（関係行政機関の長等の措置に要した費用の負担） 
第四十一条の三 関係行政機関の長等は、前条第一号に掲げる場合において、同条の規定により

海上保安庁長官が要請した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で政令で定める範囲の

ものについて、当該措置に係る排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物若しくは排出

のおそれがある油若しくは有害液体物質が積載されていた船舶の船舶所有者、これらの物が管

理されていた海洋施設等の設置者又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の船舶所有者に負担さ

せることができる。ただし、第四十一条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。 
２～８ （略） 


